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重要事項説明書（みのりの木保育園のしおり） 

 

 

１ 事業の目的 

みのりの木保育園（以下「当園」といいます。）は，以下の運営方針に基づき保育事

業や地域子育て支援を行うことを目的とします。 

 

２ 運営方針 

（１）当園は、保育の提供にあたって、入園する乳児及び幼児（以下「利用乳幼児」とい

う）の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生

活の場を提供するように努めます。 

（２）当園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、利用乳

幼児の状況や発達過程をふまえ、養護及び教育を一体的に行います。 

（３）当園は、利用乳幼児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りなが

ら、利用乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う

よう努めます。 

（４）当園は、児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例、その他関係法令を遵守し，適切な施設運営を行います。 

 

３ 事業者の概要 

事業者の名称 社会福祉法人 岡山愛育会 

代表者氏名 理事長 流王 天 

法人の所在地 岡山市中区中井四丁目２１番１９号 

法人の連絡先 電話番号   ０８６－２７５－１７５５ 

ＦＡＸ番号 ０８６－２７５－２０３１ 

Ｅメール  daiichi＠dai1.info 

 

４ みのりの木保育園の概要 

名称 みのりの木保育園 

所在地 岡山市北区野殿東町１７－７ 

認可年月日 平成２９年４月１日 

 

連絡先 

ホームページ 

電話番号  ０８６－２３０－６２００ 

ＦＡＸ番号 ０８６－２３０－６３００ 

ＵＲＬ   http://www.dai1.info 

園長氏名 秋田 由起子 
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利用定員 

満３歳以上～就学前の子ども     ５４名（２号認定） 

満１歳以上～満３歳未満の子ども  ２４名（３号認定） 

満１歳未満の子ども           １２名（３号認定） 

（保育対象年齢 生後４３日から就学前まで） 

職員数 3０名 

実施する事業 延長保育事業，一時預かり保育事業  

嘱託医 さとうファミリークリニック 佐藤佳弘 医師  

（岡山市北区野殿東町１－３５ 岡山クリニックモール 内） 

はな歯科クリニック     藤田宗祐 歯科医  

（岡山市北区西花尻１１７９－１） 

 

 

５ 開園日・開園時間及び休園日 

開園日 月曜日から土曜日まで 

開園時間 午前７時００分から午後７時００分（土曜日は午後６時００分まで） 

保育標準時間 

延長保育時間 

午前７時００分～午後６時００分 

午後６時００分～午後７時００分 

※土曜日は、～午後６時００分 

保育短時間 

延長保育時間 

午前８時３０分～午後４時３０分 

午前７時００分～午前８時３０分 

午後４時３０分～午後７時００分 

休園日 日曜日、国民の祝日、祭日、年末年始（１２月２９日から１月３日） 

一時預かり 月曜日から金曜日まで   午前８時から午後５時まで 

 

 

 

６ 施設・設備の概要 

敷地 2782.47㎡ 

建物 鉄骨造 ２階建て １棟 延べ床面積774.30㎡ 

施設の内容 

及び面積 等 

乳児室 20.98㎡・ほふく室 67.47㎡，調理室 50.49㎡,  沐浴室 7.35㎡ 

調乳室 3.74㎡，保育室 173.23㎡, 遊戯室 123㎡, 子育て支援室 22.00

㎡ , 乳幼児用トイレ ４箇所， 

屋外遊技場 882.00㎡ 

設備の種類 冷暖房，プール 
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７ 職員体制 

職 名 人 数 職 名 人 数 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

園長 １名  栄養士 １名   

主任保育士 １名  調理師  １名  

保育士 １5 名  7 名 調理員   2名 

事務員    １

名 
  

園医（小児科） 
  １名 

看護師   １名 園医（歯科）  １名 

体操指導員   １名    

※ 当園は，「岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

４年岡山市条例第９６号）」に定める職員配置基準を遵守するため，利用定員を超

過して園児を受け入れる場合等においても，上記に定める職員数のほか，必要に応

じて職員を配置することとしています。 

 

 

８ 提供する保育の内容 

当園は，保育所保育指針（平成２０年厚生労働省告示第１４１号）及び当園が定める保

育課程に基づき，以下の保育その他便宜の提供を行います。 

（１）特定教育・保育及び延長保育事業の提供 

５に記載する時間において保育を提供します。 

（２）一時預かり保育事業の提供 

５に記載する時間において一時預かり事業を提供します。その他、保育の内容につい

ては別紙「一時保育について」を参考にしてください。 

（３）給食 

児童の年齢により下記のとおり食事の提供を行います。 

当園の給食の

方針 

給食については、全ての活動の源となるものと認識しています。 

食育計画に基づき、園児が安心しておいしく楽しく食べられるよ

う努めます。 

昼食・おやつ ・保護者の方へ，毎月初めに献立表をお配りします。 

・安全安心な自園調理で、３才児以上の子どもにも主食を提供し

ており（別料金）全年齢完全給食です。 

アレルギー等

への対応 

・アレルギーが疑われる場合，医師の診断書（又は指示書）を当

園に提出してください。個別にご相談の上，診断書（又は指示
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書）に基づき当園で除去可能な物は除去食・代替食で対応致しま

す。 

衛生管理等 ・特定給食施設事業開始届を岡山市保健所へ届出済みです。 

・調理員 及び乳児保育担当職員は，毎月検便を行っています。 

栄養給与目標（給食・おやつでとりたい栄養量の目安） 

 ｴﾈﾙｷﾞｰ

Kcal 

蛋白質 

g 

脂質 

g 

ｶﾙｼｳﾑ 

mg 

鉄分 

mg 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

Aμg 

Ｂ1 

mg 

Ｂ２

mg 

Ｃ 

mg 

３歳未

満児 
463 20 15 225 2.3 200 0.25 0.28 18 

３歳以

上児 
574 24 18 270 2.5 225 0.31 0.34 18 

 

９ 年間行事予定 

 ◇印：保護者参加行事  

 

 

１０ 利用の開始または利用の終了に関する事項 

（１）利用の開始について 

当園を利用するためには，居住する市町村に保育必要事由に該当する認定（２号・３

月 行 事 内 容 

４月 ◇入園式（新入児のみ） 進級式 

５月 端午の節句会 消火・通報訓練  健康診断 

６月 歯科検診 

７月 プール開き 七夕まつり 交通安全教室 

８月 プール納め 

９月 お月見会 

１０月 
◇運動会（3才児以上） 体力測定  健康診断 個人懇談（５才

児） 

１１月 交通安全教室  消火・通報訓練   

１２月 ◇発表会（４才児５才児のみ） クリスマス会 

１月 正月遊びの会  交通安全教室 

２月 豆まき会 

３月 ひな祭り会 ◇卒園式（５才児のみ）  修了式 

◎毎月の行事： 身体測定・避難訓練 

◎年中の行事： ◇参観日 ◇個人懇談 
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号）を受け，岡山市の利用調整を経て施設利用決定を受ける必要があります。詳しくは

居住する市町村の窓口にお尋ねください。また，居住する市町村に当園の利用申し込み

をされる場合には，事前に当園の施設見学をしていただくなど，当園の運営方針や保育

内容等を十分にご承知ください。 

 

 

（２）利用の終了について 

当園の利用は，以下の理由により終了します。 

① 園児が小学校に入学するとき。 

② 保護者の方の保育必要事由が無くなったとき。なお，保育必要事由の認定につい

ては居住する市町村の窓口にお尋ねください。 

③ 保護者の方から退園の届出があったとき。なお，退園届は退園希望月の20日まで

に必ず提出ください。 

④ その他，当園の利用継続に当たり重大な支障や利用継続困難な理由があるとき。 

 

１１ 当園と保護者の連絡について 

（１）当園では,お子様が毎日健康で元気に過ごすために，保護者と保育園が十分にコミュ

ニケーションを取り，協力し合うことが大切であると考えております。当園での状況

やご家庭での状況を相互連絡し合うために，全クラスで連絡帳を活用しています。 

体温，体調，食事，遊び，覚えたこと，挑戦していること，失敗したこと，排便状

況など，お子様のご家庭での様子もできるだけ詳しくお知らせ下さい。 

（２）毎月１回月初めに園だよりを発行します。行事や連絡事項，注意事項などをお知ら

せします。 

 

１２ 当園のご利用に際し留意していただくこと 

登園時間 登園は９時までにお願いします。９時３０分よりクラス活動が始まり

ます。 

欠席遅刻 当日に欠席・遅刻などの連絡をする場合，午前７時から９時の間に、 

ＴＥＬ 086-230-6200 にご連絡下さい。 

迎えの 

変更 

普段とお迎えの時刻、人が変わる時には，必ず連絡をお願いします。 

検温，体

調の確認 

お子様の体調を知るために，毎朝家庭で検温してください。 

また、①機嫌の善し悪し ②食欲の有無 ③発熱の有無 ④排便の状態

などは連絡帳に記入して、毎日持参してください。 

感染症に

ついて 

麻疹（はしか）・水痘（水ぼうそう）・流行性耳下線炎（おたふくか

ぜ）等学校保健法で指定の感染症にかかった場合，登園停止期間を経
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過した後，医師の登園許可証をもらってから登園してください。 

発熱の場

合 

登園後38℃を超えた場合，ご連絡しますので速やかにお迎えをお願い

します。 

 

 

１３ 健康診断について 

（１）健康診断・歯科検診 

年２回嘱託医が検診を，年１回嘱託歯科医が歯科検診を行います。検診の結果につい

ては児童票及び健康の記録帳に記載します。 

（２）身長・体重測定 

毎月１回身長・体重測定を、年２回胸囲の測定を行います。測定結果については児童

票及び健 

康の記録帳に記載します。 

（３）その他 

お子様の健康状態や日頃の様子でご心配なことがありましたらご相談ください。 

 

１４ 保護者の負担について 

（１）月額保育料 

特定教育・保育施設に係る利用者負担額として，居住する市町村から納入通知が送付

されま 

す。詳しくは居住する市町村の窓口にお尋ねください。 

 

（２）延長保育料 

① 保育標準時間認定に係る延長保育料 

１時間型（18:00～19:00）月額３．５００円   日額 ５００円 

※2020年4月から延長保育の最終降園時間が、 

平日～１９：００、土曜日～１８：００までになりました。 

② 保育短時間認定に係る延長保育料 

１回１００円 （朝7:00-8:30、夕16:30-18:00 毎回それぞれに必要） 

③ 支払時期・方法 ― 毎月１５日に郵便局の口座から自動引き落とし。 

 

（３）一時預かり事業利用料 

① 一日預かり利用料     日額２，０００円（３才児以上） 

内：給食代（主食５０円／副食２２５円） 

                   日額３，０００円（１・２才児） 

② 半日預かり利用料     日額１，５００円（３才児以上） 
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内：給食代（主食５０円／副食２２５円） 

                   日額２，０００円（１・２才児） 

③ 支払時期・方法 ― 利用時に現金で徴収します。 

④ その他一時預かり事業の利用にかかる実費徴収額   （４）の一覧表を参照く

ださい。 

 

 

（４）その他の利用料金    

以下のとおり，保育に必要な実費を頂きます。 

項目 内容・負担を求める理由・目的 金額 支払時期 

紙おしめ代 園用の紙おしめを使用した場合 1 枚 5０円 毎月１５日 

引き落とし 

 項目 内容・負担を求める理由・目的 金額（月） 支払時期 

給食代 

月～金登園 

給食の主食代（ごはん代） 

給食の副食代（おかず・おやつ・牛乳 等） 

１０００円 

４５００円 

毎月１５日 

引き落とし 

給食代 

月～土登園 

給食の主食代（ごはん代） 

給食の副食代（おかず・おやつ・牛乳 等） 

１2００円 

５4００円 

絵本代 毎月又は隔月購入の絵本代金（希望者のみ） 460 円～ 同上 

用品・制服 内訳は別紙参照 実費 同上 

行事費 遠足 等にかかるバス代、入園料など 実費 同上 

 

１５ 賠償責任保険の加入 

◇ 公益社団法人 全国私立保育園連盟 有限会社ゼンポ 東京海上日動火災保険㈱ 

「ほいくのほけん・こどもえんのほけん」園児団体傷害保険・園賠償責任保険 

 

１６  緊急時の対応について 

（１）保育の提供時にお子様の体調の急変その他緊急事態が生じたときは，あらかじめ保

護者が指定した緊急連絡先に連絡をし，嘱託医への連絡、救急車の要請など、必要な

措置を講じます。 

（２）保護者と連絡が取れない場合には，お子様の身体の安全を最優先させ，当園が責任

を持って，しかるべき対処を行いますので，あらかじめご了承願います。 

（３）事件・事故，災害発生時には「一斉メール配信システム」にてご連絡します。 

   入園後，個人別のナンバーをお渡ししますので、各自で登録をお願いします。 

◇ 嘱託医      「４ みのりの木保育園の概要」をご覧ください。 

◇ 岡山市西消防署 
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岡山市北区野殿西町４２７－１    TEL ０８６－２５６－１１１９ 

◇ 岡山西警察署 

岡山市北区野殿東町２－１０     TEL ０８６－２５４－０１１０ 

 

１７ 非常災害時の対策 

消防計画作成（変更）届出書 岡山市西消防署   平成29年5月16日届出 

防火管理者 秋田 由起子 

避難訓練 火災・地震を想定した避難訓練を月１回実施 

消防署の指導による避難訓練を年２回実施 

防災設備 自動火災探知機・煙感知器・誘導灯・非常通報装置 

防犯設備 非常通報装置・防犯カメラ・電気錠 

避難場所 岡山市立大野小学校 

 

１８ 虐待防止のための措置 

 当園は，園児に対して，暴力行為・わいせつ行為・無視・保育の放棄その他心身に有害

な影響を与える行為をしないほか，園児の人権擁護・虐待防止のため責任者を設置すると

ともに，職員に対する研修を行っています。また，児童虐待を受けたと思われる園児を発

見した場合は，速やかに岡山市こども総合相談所ほか関係機関に通告し，連携・協力して

適切に対処します。 

◇ 岡山市こども総合相談所（児童相談所） 

岡山市北区鹿田町一丁目１番１号（岡山市保健福祉会館５階） 

TEL ０８６－８０３－２５２５ 

◇ 岡山市北区中央福祉事務所（地域子ども相談センター） 

岡山市北区鹿田町一丁目１番１号     TEL ０８６－８０３－１８２４ 

 

 

１９ 個人情報の取り扱いについて 

 本園では、園児・保護者から提出される書類に記された氏名・生年月日・年齢等の個人

情報については、「岡山市個人情報保護条例」に則って、下記の保育目的に慎重かつ適切

に取り扱います。 

つきましては、趣旨にご理解とご承諾いただきますようお願い申し上げます。 

 

１ 本園が扱う主な個人情報 

  園児氏名・年齢・クラス等の所属・性別・生年月日・健康状態の情報・写真等の個人を

特定できる 

諸情報 
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２ 個人情報利用目的 

(１) 健康診断の実施等、園児の生徒の健康管理・安全確保の指導を行うため 

(２) 保育上、業務上必要な書類の郵送・連絡のため 

(３) 入園式・卒園式等の園行事実施のため 

(４) 園徴収金等に関わる入金管理・連絡・通知に必要な業務を行うため 

(５) 園児の所属する年齢・クラスにおいて、保育上必要な連絡を行うため 

(６) 園のホームページや広報誌等に掲載するため 

(７) 本園が委託した業者がインターネットを利用して写真注文・販売を行うため 

 

３ 関係団体への個人情報の外部提供 

   園外で行われるイベント等に参加する際、テレビ・新聞等の報道機関の取材を受けた

場合 

   

   なお、提供する際は、利用目的・利用方法を限定し、利用期間を制限・個人情報の取

扱者の限定・再提供の禁止・廃棄の取り扱いを指示します。 

 

 

２０ 保育内容に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情 

（１）当園の相談・苦情対応窓口について 

◇ 相談・苦情受付担当者 小比賀 幸 （主任保育士） 

◇ 相談・苦情解決責任者 秋田 由起子（園長） 

◇ 第三者委員 宮﨑隆博（弁護士）TEL ０８６－２２６－１９１９ 

◇ 第三者委員 坂本英夫（スクールカウンセラー）TEL ０８６－２７７－１４３０ 

◇ 面接，電話，文書，メール等の方法により相談・苦情等受付 

 

（２）当園以外の相談・苦情受付窓口について 

◇ 岡山市岡山っ子育成局保育・幼児教育課 指導係 

岡山市北区大供一丁目１番１号      TEL ０８６－８０３－１２２７ 

◇ 岡山県運営適正化委員会（社会福祉法人岡山県社会福祉協議会） 

岡山市北区南方二丁目１３番１号 

（岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館「きらめきプラザ」３階    

TEL ０８６－２２６－９４００ 
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